
教育の質の向上と子どもたちの豊かな成長をめざして

　香川県教育委員会では、平成３０年３月に「教職員の働き方改革プラン」、平成３1年３月には「香川県部活動
ガイドライン」を策定し、教職員の働き方改革の取組みを進めています。

部活動休養日・活動時間

「教職員の働き方改革プラン」　　 「香川県部活動ガイドライン」　　

「部活動ガイドライン」については、こちらをご覧ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/hotai/bukatsuguidelines.html

香川県部活動ガイドライン 検索

●部活動休養日

　週当たり2日以上（平日少なくとも1日、土日少なくとも1日以上）
　※長期休業中等にある程度の休養期間（オフシーズン）を設ける。

●部活動休養日

　原則として週当たり1日以上（年間を通して５２日以上）
　※長期休業中等にある程度の休養期間（オフシーズン）を設ける。

●1日の活動時間

　原則として平日は３時間程度 学校の休業日は４時間程度

●1日の活動時間

　長くとも平日は2時間程度 学校の休業日は3時間程度
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学校閉庁日 夏休み中（8月中旬ごろ）に3日以上設定

●緊急時の連絡体制を整えたうえで、平日の夜間や休日に
　ついて、留守番電話で対応します。

●定時制、通信制課程のある県立高校については、実態に
　あわせて対応します。

夜間・休日留守番電話

http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/somu/workplan.html　

香川県教育委員会 働き方改革 検索

「教職員の働き方改革プラン」については、こちらをご覧ください。

地域や保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。


